
【お詫びと訂正】
　アクティブ新宮４月号２１ページ「ボウ
リング教室参加募集」に記載の日程に誤り
があったため、お詫びして訂正します。

【訂正内容】
誤：５月１３日、２７日、６月１０日、２４日、７月８日、２２日　毎回火曜日
正：５月１３日、２０日、２７日、６月３日、１０日、１７日　毎回火曜日

▲焼却炉から取り除かれた金属の塊で、大きさが直径４０cm、長さが１３ｍになったもの

燃 やすごみに金属が混入し、ごみの
処理過程で焼却炉内に金属が固まり、焼
却炉が停止する事案が多発しています。

金属 は必ず分別収集や公設分別
ステーションで適正に出してください。

　町から出る燃やすごみは、古賀清掃工場（エコロの森）で処理され、処理過程で、最初に約
４５０℃で蒸し焼きにします。その段階で金属が混入していると、処理できずに機械に留まり、写真
のような大きな金属の塊となります。
　令和７年１月に燃やすごみにスプーンやフォークなどの金属類が大量に混入し、焼却炉が２回緊
急停止・破損し一時的にごみの焼却ができなくなりました。これまで何度も停止しており、補修に
は多額の費用（再起動で約２６０万円）がかかるばかりか、補修に長期間要することになれば、燃や
すごみの受け入れを停止せざるを得ない状況になってしまいます。

古賀清掃工場の補修は町民のみなさんの税金で行われています。
適正なごみ処理のために、金属類などのごみの分別をよろしくお願いします。

【問い合わせ先】　役場環境課　☎９６３-１７３２（直）　玄界環境組合 古賀清掃工場　☎９４２-１５３０

燃燃やすごみにやすごみに

金属を入れては

環境課からのお知らせ環境課からのお知らせ

古賀清掃工場（エコロの森）のみなさん

ダメダメ！！絶対絶対！！
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　学生で所得がなく国民年金保険料の納付が困難な
場合、申請により在学期間中の納付を後払いにでき
ます。海外の大学や専門学校の専攻などによっては
制度対象外の場合もあります。不明な場合は、問い
合わせください。
　令和７年度分は４月１日より受付を行っていま
す。過年度分に未納がないかも、この機会にあわせ
て確認ください。
【対象】　�本人の前年所得が１２８万円以下で２０歳以

上の学生
【必要なもの】
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
・学生証（写し）もしくは在学証明書（原本）

国民年金保険料の
学生納付特例制度での申請
問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）
　　　　　　　東福岡年金事務所国民年金課　☎６５１－７１２９

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日は除く）申込・問い合わせ受付時間 町からのお知らせ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　赤十字は国内外で多発する大規模災害、紛争など
で苦しむ人々を“救い、守る”という使命に基づき、
１４０年以上活動を続けてきました。このような活動
はすべて、みなさんからの寄付でできています。５
月１日は日本赤十字社の創立記念日、５月８日は赤十
字創始者アンリー・デュナン生誕の日「世界赤十字
デー」にちなみ、日赤は毎年５月を「赤十字運動月間」
としています。赤十字の人道的活動へ継続的なご支
援ご協力をお願します。

▲日本赤十字社
　ホームページ

▲寄付方法は
　こちら

５月１日～３１日は赤十字月間です
問い合わせ先　役場健康福祉課（社会福祉担当）
　　　　　　　☎９６２－０２３９（直）

　風しんの公的な予防接種を受ける機会がなかった
人を対象に、無料で風しん抗体検査・定期予防接種
を実施しています。令和６年度終了予定でしたが、
令和６年度までに抗体検査を実施し、風しんの抗体
が不十分な人に限り、予防接種期間が２年間延長と
なりました。
【対象】
○�昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの
男性で、令和７年３月３１日までに風しん抗体検査
を実施した結果、風しんの抗体が不十分な人で、
ＭＲワクチンの供給などの理由でワクチンが接種
できなかった人
※�令和７年度以降、抗体検査を実施した人は対象外
です。令和６年度までに抗体検査を実施し、抗体
が不十分な人のみ対象。
※�対象者は令和９年３月３１日まで無料で接種するこ
とができますので、接種機会を逃さないよう早め
の接種をお勧めします。

【接種する際の注意点】
　風しん定期接種に使用しているワクチンの供給が
一部地域や医療機関で、行き届いていないことが確
認されています。接種を希望する人は、必ず事前に
医療機関に問い合わせの上、予約をしてください。
【必要なもの】
　クーポン券、本人確認書類、抗体検査結果通知
※�クーポン券を紛失した場合は、再発行が必要です。
町福祉センター健康福祉課に問い合わせください。

風しん抗体検査を
受けたままにしていませんか？
問い合わせ先　町福祉センター健康福祉課（健康づくり担当）
　　　　　　　☎９６２－５１５１（直）

問い合わせ先：役場地域協働課　☎963-1734（直）

新宮町 LINE 公式アカウント
友だち募集中

ＩＤ検索で登録
　ホーム　ホーム⇒友だち追加友だち追加⇒ＩＤ検索ＩＤ検索
ＱＲコードで登録
　ホーム　ホーム⇒友だち追加友だち追加⇒ＱＲコード読み込みＱＲコード読み込み

QR コードＩＤ @shingu.town

  ごみの日などを事前に通知！
  子育て情報、防災情報などを配信！
  道路や公園の不具合をＬＩＮＥで報告！

便利な機能が便利な機能が
たくさん！たくさん！
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　新宮町立幼稚園では、年間を通して未就園児を対
象に幼稚園を開放しています。同年齢や異年齢のお
友達と触れ合い、いろいろな遊び体験をしてみませ
んか？保護者同士の交流の場や、日々の育児の気分
転換の場としてもご利用ください。
 新宮幼稚園「まつぼっくり広場」
【日時】　�５月１６日（金）、２９日（木）、６月１０日

（火）、２４日（火）、７月８日（火）、１４日（月）
の午前９時３０分～１１時の都合の良い時間

【対象】　町内在住の未就園児と保護者
【内容】　�園庭・プレイルームの開放・保育室の見学・

先生による絵本の読み聞かせや手遊びなど
【必要なもの】　室内履き、帽子、水筒（必要に応じて）
【申込】　不要（当日園玄関にて受付）

 立花幼稚園「たけのこクラブ」
【日時】　�５月～令和８年２月の毎週水曜日の午前９

時３０分～１１時（長期休業中は除く）
【対象】　町内在住の未就園児と保護者
【内容】　�園内を自由に遊んだり、見学したりできま

す。毎月第２水曜日は、絵本の読み聞かせ
や、親子製作などを行います。

【必要なもの】　室内履き、帽子、水筒（必要に応じて）
※７月９日は水遊びができる服装、着替え
【申込】　不要（当日園玄関にて受付）

町立幼稚園に遊びに来ませんか
問い合わせ先　役場学校教育課　☎９６３－１７３９（直）
　新宮幼稚園　☎９６２－１２７５・立花幼稚園　☎９６２－０８０８

　倒産、解雇などの非自発的な理由で離職した国民
健康保険被保険者は、申請すると国民健康保険税
（国保税）が、軽減となる場合があります。
【対象】
・�倒産や解雇などで離職した人
　（�雇用保険受給資格通知などの離職理由コードが
１１，１２，２１，２２，３１，３２の人）

・�雇い止めなどで離職した人
　（�雇用保険受給資格通知などの離職理由コードが
２３，３３，３４の人）

※�離職日時点で６５歳以上の人は対象となりません。
【軽減方法】
　軽減対象者の前年の給与所得を１００分の３０と
みなして国保税を算定
【軽減期間】
　離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
【申請に必要なもの】
・雇用保険受給資格者通知など
・対象者の資格確認書またはマイナンバーカード
・世帯主のマイナンバーがわかるもの

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

非自発的失業者の国保税軽減制度

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝休日は除く）申込・問い合わせ受付時間 町からのお知らせ

　第１弾は、上府コースです。歩いて、新宮神社や
千年家などをめぐります。知っているようで知らな
い町の歴史を学びましょう。
【日時】　６月５日（木）午前９時３０分～正午
【場所】　そぴあしんぐう集合・解散
※雨天の場合は、そぴあしんぐうでの講話
【講師】　歴史と自然保護の会（まちづくり団体）
【対象】　町内在住の成人
【定員】　２０人（先着順）
【必要なもの】　飲み物
【申込開始日】　４月３０日（水）
【申込方法】　電話または窓口、
　　　　　　インターネット
【申込先】　そぴあしんぐう社会教育課

▲申込み
　フォーム

歴史探索講座 ～上府ぶらり～
参加者募集
問い合わせ先　そぴあしんぐう社会教育課
　　　　　　　☎９６２－５１１１（直）
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【対象】
　不登校やひきこもり状態にある２０歳未満の人お
よびその家族
【相談事業】
　不登校やひきこもりへの支援経験がある心理専門
職が相談に応じます。相談は完全予約制です。場所
などの詳細は、予約時にお伝えします。下記の日時
に電話で予約してください。
〈日時〉
　�５月１０日（土）、１３日（火）、２７日（火）
　午前１０時～午後３時
〈予約方法〉
　電話　予約電話番号　０８０-８３８９-６５３７
※電話に出られない場合は、折り返し連絡します。
【家族支援事業「家族の会」】
　不登校やひきこもりの家族が集まり、学習や情報
交換など安心して自由に交流できる場です。予約不
要です。
〈日時〉　５月１７日（土）午後１時３０分～３時
〈会場〉　シーオーレ新宮

不登校・ひきこもりサポート事業
～５月のスケジュール～
問い合わせ先　シーオーレ新宮子育て支援課
　　　　　　　☎９６３－２９９５（直）

各申込・問い合わせ先
　町社会福祉協議会　☎９６３-０９２１（直）

社 会会 福福 祉祉 協 窓議議 会会 の

 在宅介護者の交流会　こぶしの会 
　サックス四重奏団「すまいるカルテット」を招
き、演奏会を行います。元気がもらえる生演奏
を聴くことができます。
日時　５月２０日（火）午前１０時～１１時
場所　町福祉センター３階
対象　�誰でも
定員　２５人
参加費　無料
申込先　町社会福祉協議会
申込方法　電話または窓口
申込締切　５月９日（金）午後５時

こぶしの会は、在宅介護の悩みをかかえた家
族の介護者が集まる会です。介護中でおしゃ
べりの相手がほしい人、お待ちしています。

 お外であそぼ！
　新聞紙や段ボールを使って自由に遊んだり、
芝生の上でゴロゴロしたり、自分のペースで遊
べる場所です。開催時には公園入り口に黄色の
旗を出しています。
日時　５月２０日（火）午前１０時～正午
場所　人丸公園
対象　誰でも

（小学生や園児は大人と一緒に来てください）
参加費　無料

 むーむーひろば 
　公民館に限らないさまざまな居場所を活用
し、簡単なゲームや話をして過ごします。行政
区問わず、参加できます。ぜひお気軽にご参加
ください。
日時　５月２７日（火）午前１０時～正午
場所　上府区深町東集会所（新宮東１-１２-２）
対象　誰でも
参加費　１００円

※その他の情報はホームページ
　に掲載しています。 ▲ホームページは

　こちら

　戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に氏名のフリ
ガナが追加されることになりました。５月２６日以
降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定
のフリガナが順次通知されます。通知のフリガナが
正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍
に記載されます。
　戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省
ホームページをご覧ください。

▲法務省
　ホームページ

▲戸籍制度マスコット
　キャラクター「コセキツネ」

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

戸籍の記載事項に
氏名のフリガナが追加されます
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【税率改定をする理由】
　町の国保事業は令和２年度の税率改定により事業
の安定化を図ってきましたが、被保険者数の減少に
より税収が減少し、事業運営が厳しい状況となって
います。今回は県の標準保険料率より低い税率で
あった「後期支援金分」を改定することで、国保事
業の適正かつ安定的な運営を図ります。

【国保税の改定、納付にご協力をお願いします】
　町の国保財政は厳しい運営が続いていますが、今
後も医療費適正化や特定健診の受診率向上に取り組
み、安定した国保運営ができるように引き続き努め
ていきます。
　国保税は、加入者のみなさんが病気やけがをした
ときの医療費に充てられる大切な財源です。この財
源を確保するために、国保税の納付にご協力をお願

　国民健康保険（国保）の被保険者が交通事故や傷
害事件など、第三者（加害者）からの行為によって
傷病を受けた場合も、国保を使用して治療を受ける
ことができます。その場合、必ず「第三者行為によ
る傷病届」を提出してください。
　本来、加害者が被害者の医療費を支払うべきとこ

いします。今回、加入者のみなさんには国保税の負
担増をお願いすることとなりますが、改定にご理解
をお願いします。

【県内の保険料水準統一に向けて】
　県では、国保制度を将来にわたって安定的で持続
可能なものとするため、県全体の加入者で保険料を
負担し支えあう「保険料水準の統一」をめざしていま
す。これは、県内どの市町村に住んでいても同じ所
得水準・世帯構成であれば同じ保険料とするもので、
令和７年度から段階的に取り組みが進められます。

【このチラシに関するお問い合わせ先】
福岡県 保健医療介護部 医療保険課 国保運営係
ＴＥＬ 092-643-3308　FAX 092-643-3303
E-mail kkaikaku@pref.fukuoka.lg.jp

保険料水準の統一についての
特設ページは

　　　　　こちら

▲ ▲

　現在の国保の保険料は、市町村が、市町村ごとにかかった医療費や
財政状況などを参考に決定しています。今後、少子高齢化や医療の高
度化によって、加入者数が減少する一方、１人当たり医療費が増加す
ることが予想されます。これにより、特に加入者数の少ない小規模市
町村においては財政運営が不安定になり、ひとたび高額な医療費が発
生した場合、その市町村にお住まいの加入者の保険料を引き上げざる
を得なくなるリスクが高まります。
　そのため、市町村ごとで保険料を負担し支え合っている仕組みを県
全体で支え合う仕組みに変える「保険料水準の統一」を進め、ある市
町村で起きた保険料の増加リスクを県全体で分かち合い、国保を安定
的で持続可能な制度に変えていくことが必要です。

　将来的に「県内のどの市町村に住んでいても、同じ所得水準・世帯
構成であれば同じ保険料」になることを目指し、令和７年度から段階
的に保険料水準統一の取組を進めていきます。
　統一を進めることによって、保険料は県の平均に近づいていくこと
になります。そのため、今まで医療費が低いことにより保険料を抑え
られてきた市町村においては、保険料が増加する場合があります。

　国は、都道府県単位での安定的な国保財政の運営を確保するため
に、令和６年度から令和11年度までを、保険料水準の統一に向けた取
組を加速化させる期間と位置付けています。
　現在、全ての都道府県において、保険料水準の統一に向けた取組が
進められています。

　令和６年４月に策定した第二期福岡県国民健康保険運営方針（※）
において、保険料水準の統一に関して次のことを明記しています。
●令和７年度から段階的に保険料水準統一の取組を進めます。
●保険料の上昇を抑制するため、医療費適正化、県民の健康づくりな
どを推進するとともに、地域により異なる医療費水準の格差是正と
いった課題解決に取り組みます。

●今後、統一までの道順を示すロードマップを令和８年度までに作成
します。

Q1

なぜ保険料水準の
統ーが必要なの？

Q2

保険料はどうなるの？

Q3

保険料水準の統一は、
福岡県独自の取組なの？

※国民健康保険運営方針とは、福岡県と県内市町村が国民健康保険を共同運営
するための統一的な方針です。

今後、どのように
統一を進めていくの？

Q4

A1

A2

A3

A4

音声コード
（Uni-Voice ユニボイス）

　国民健康保険（国保）は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者のみなさんが
納める国民健康保険税（国保税）で互いに支え合う制度です。令和７年度、国保税の税率改定を行いました。
世帯ごとの課税額は、６月に発送予定の納税通知書を確認ください。

令和７年度国民健康保険税が変わります
問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

交通事故にあった場合は届け出が必要です
問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

区分
所得割（％） 均等割（人） 平等割（世帯）

課税限度額対被保険者
全員の総所得 一人あたり 一世帯あたり

医療保険分 ７．９％
（変更なし）

２万８，０００円
（変更なし）

３万円
（変更なし）

６６万円
（前年度６５万円）

後期支援金分 ２．９％
（前年度２．５％）

１万円
（前年度９，０００円）

１万円
（前年度９，０００円）

２６万円
（前年度２４万円）

介護納付金分 ２．２％
（変更なし）

１万円
（変更なし）

８，０００円
（変更なし）

１７万円
（変更なし）

合計 １３．０％
（前年度１２．６％）

４万８，０００円
（前年度４万７，０００円）

４万８，０００円
（前年度４万７，０００円）

１０９万円
（前年度１０６万円）

ろを国保が一時的に立て替え、国保が負担した医療
費は、後日加害者に請求します。ただし、加害者か
ら治療費を受け取ったり示談を結んだりすると、治
療費の請求ができなくなる場合があります。示談の
前に必ず担当課にご連絡ください。詳細は問い合わ
せください。
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　町とＮＨＫ福岡放送局では、おかあさんといっしょ宅
配便「ファンターネ！小劇場」をそぴあしんぐうで実施
します。

【時間】
　１回目：午後１時３０分～２時１５分（開場／午後１時）
　２回目：午後４時～４時４５分（開場／午後３時３０分）

【出演】　ファンターネ！の仲間たち、うたのおねえさん
※�「おかあさんといっしょ」に出演しているうたのおねえ

さんではありません。また番組の収録はありません。
【内容】�　�キャラクターとうたのおねえさんによる
　　　　ステージショー

【観覧申込】　４月３０日（水）までに事前申込が必要です。
【申込方法】　ＮＨＫホームページ
　（https://nhk.jp/fukuoka/）から申し込みください。

【入力事項】　（１）名前、（２）メールアドレス、
　（３）電話番号、（４）郵便番号・住所、（５）年齢、
　（６）希望公演回（１回目・２回目）
○�観覧は最大４席まで。当日２歳以下のお子さんは保

護者１人につき１人膝上で観覧可能です。
○当選は、２公演を通じて１人１件に限ります。
○�同一メールアドレスでの重複申し込みはできません。
○�応募多数の場合は抽選になります。当選者には５月

２９日（木）に入場整理券を発送します。落選の場合
は、５月３０日（金）午後３時以降に落選通知メールを
送付します。

【問い合わせ先】　ＮＨＫエンタープライズ九州支社　
　　　　　　　　☎７３４-５２３１
　月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前１０時～午後６時

入場無料

新宮町合併７０周年記念事業・放送100年新宮町合併７０周年記念事業・放送100年

６６月月１５１５日（日） 日（日） そぴあしんぐう大ホールそぴあしんぐう大ホール

予約・問い合わせ先
町地域子育て支援センター
☎９６３－０１３４（直）

０～３歳の親子が遊ぶひろばです。子育て中の親子がつどい、交流や情報交換をしています。
離乳食やイヤイヤ期など子育ての相談も行っています。

町地域子育て支援センター

かんがるーひろば

５月のイベント ※〇印のイベントは５月１日（木）から予約できます。
　その他は直接お越しください。

内　　容 日　　時
　赤ちゃんおはなし会  ２日（金）午前１１時～１１時２０分
　０歳児クラブ  ８日（木）午前１０時～１１時
　１歳児クラブ １３日（火）午前１０時～１１時
　２.３歳児の日
　（いちごの帽子を作って踊ろう）１６日（金）午前１０時～１０時３０分

　誕生会 ２０日（火）午前１０時～１０時２０分
　リユース会 ２２日（木）午前１０時～１１時３０分
○ベビーマッサージ ２３日（金）午前１０時～１１時
○小児救急法講習会 ２９日（木）午前１０時～１１時３０分

内　　容 日　　時

赤ちゃんおはなし会 6日(金）午前11時～11時20分

１才児クラブ 17日(火）午前10時～11時

親子リトミック(～1歳半） 19日(木）午前10時～10時30分

親子リトミック（1歳半～3歳） 19日(木)  午前10時45分～11時30分

0才児クラブ① 20日(金）午前10時～11時

誕生会 26日(木）午前10時～10時20分

ベビーマッサージ 27日(金）午前10時～11時

0才児クラブ② 31日(火）午前10時～11時

町地域子育て支援センター

かんがるーひろば

日時

毎週火曜日～土曜日(祝休日休み)

①午前9時30分～11時30分

②午後1時～3時

場所 町福祉センター本館3階

０～3歳の親子が遊ぶひろばです。子育て中の親子がつどい、

交流や情報交換をしています。離乳食やイヤイヤ期など子育

ての相談も行っています。予約が必要です。

１月のイベント（予約制） ※イベントは1月5日(木）から予約できます。

出張ひろば (要予約)

毎週月曜日に親子で遊べま

す。

場所 ふれあい交流館 交流

室

時間

①午前９時３０分～１１時３０

分

②午後０時３０分～２時３０分

予約・問い合わせ先
町地域子育て支援センター
☎９６３－０１３４(直)

日時　
毎週火曜日～土曜日（祝休日休み）
午前９時３０分～午後３時３０分
場所　町福祉センター本館３階

かんがるーひろばとはまた違う
おもちゃで遊べます。
午前９時30分～午後２時30分
ふれあい交流館 　
　第１．２．３．５月曜日
シーオーレ新宮　
　第４月曜日

出張ひろば

NEW!
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心配ごと・福祉なんでも相談
　みなさんの身のまわりに起こっている苦情や
心配ごとなど、気軽に相談してください。相談
は無料で、秘密は固く守ります。
日時　５月１３日（火）午前１０時～午後３時
※１人当たり３０分
場所　町福祉センター
相談員　�人権擁護委員、行政相談委員
　　　　社会福祉協議会職員

内容　生活・家庭不和・結婚・近隣の問題、行
政に対する苦情、高齢者や家族の悩み、福祉
サービスの利用や金銭管理の不安、生きがい活
動などの相談
※�予約は不要です。会場に午後２時３０分まで
にお越しください。

問い合わせ先　町社会福祉協議会
　　　　　　　☎９６３－０９２１（直）

松くい虫防除の薬剤を散布します
問い合わせ先　役場環境課 ☎９６３－１７３２（直）・福岡森林管理署 ☎８４３－２１００（直）・新宮森林事務所 ☎９６２－００４９（直）

　新宮海岸の松原を守るため、福岡森林管理署と湊
区財産組合で薬剤を散布します。ご理解とご協力を
お願いします。
【空中散布】
○Ａ地区（福岡森林管理署が実施）
　日時　５月１５日（木）、６月中旬
　　　　午前５時～７時ごろ
※決定し次第、町ホームページでお知らせします。
【地上散布】
○Ｂ地区（福岡森林管理署が実施）
　日時　５月１２日（月）
　　　　午前４時～１０時ごろ                           
○Ｃ地区（福岡森林管理署が実施）
　日時　５月１３日（火）
　　　　午前４時～１０時ごろ
○Ｄ地区（湊区財産組合が実施）
　日時　５月２４日（土）
　　　　午後１時～４時ごろ
※�雨天・強風などの場合は翌日以降へ順延します。
防災行政無線・町ホームページでお知らせします。

【使用する薬剤】　ネオニコチノイド系
　蚊・ハエ・ゴキブリなどの衛生害虫の防除に広く
使用されている殺虫剤です。農薬使用安全基準にし
たがって使用します。
【みなさんへのおねがい】
○�散布中および散布後１時間程度は、洗濯物は外に
干さないでください。

○�散布中は窓を閉め、散布後１時間程度は開けない

でください。
○�散布中は区域内と周辺道路の通行は控えてくださ
い。また、周辺では係員の指示に従ってください。

○�散布後３日間は、散布林内への立ち入りは控え、
草木などを採らないでください。

○�散布区域付近で養蜂している人は事前に巣箱を移
動してください。

○�空中散布地周辺（新宮浜１・２・３、みずほ、宮前、
松原の各組合）の人は、鳥小屋、泉水、車などを
散布前夜からビニ－ルシ－トで被覆し、シートが
飛ばないようにしてください。

【ビニールシートの配布】
　福岡森林管理署新宮森林事務所（下府７-１-１４）
で配布します。必要な人は、５月１日（木）～６月４
日（水）に各自で受け取り、使用後は燃やすごみと
して処分してください。

B

Ａ地区＝空中散布（福岡森林管理署実施）

Ｂ地区＝地上散布（福岡森林管理署実施）

Ｄ地区＝地上散布（湊区財産組合実施）

Ａ

Ｃ

Ｃ
B

B

Ｄ

新宮海岸

●新宮高校

●
新宮中学校

●杜の宮グラウンド

西鉄新宮駅西鉄新宮駅

Ｃ地区＝地上散布（福岡森林管理署実施）

役場●
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　飼い犬は年に１回、狂犬病予防注射を受ける必要
があります。町に飼い犬を登録している人には、役
場から集合注射の案内ハガキが届きます。まだ町へ
登録していない場合やハガキの内容に変更がある場
合は、役場環境課へお知らせください。
　集合注射は、町内の会場であればどこでも受ける
ことができます。
【集合注射に必要なもの】
・案内ハガキ
・�代金３,１５０円（ワクチン接種代２,６００円＋注射
済票発行代５５０円）

【注意事項】
・�注射日当日の犬の体調などによって獣医師が判断
し、注射を打たない場合があります。
・�事前に犬の登録が必要になります。マイクロチッ
プが入っている場合は、環境省のサイト（犬と猫
のマイクロチップ情報登録）から登録を行ってく
ださい。マイクロチップが入っていない場合は、
役場環境課で登録を行ってください。
・�犬が死亡している場合は、必ず役場環境課に連絡
してください。

【狂犬病予防集合注射日程表】

５月１２日（月）

午前９時３０分～９時５０分 緑ケ浜区公民館

午前１０時～１０時３０分 杜の宮運動施設駐車場

午前１０時４０分～１０時５５分 湊区公民館

午前１１時０５分～１１時２０分 下府１区公民館

午前１１時３０分～１１時５０分 湊坂中央公園

正午～午後０時２０分 夜臼１区公民館

５月１３日（火）

午前９時３０分～９時４０分 的野区公民館

午前９時５５分～１０時０５分 花立花区公民館

午前１０時１５分～１０時２５分 立花口区公民館

午前１０時３５分～１０時４５分 原上区公民館

午前１０時５５分～１１時１０分 三代区公民館

午前１１時２０分～１１時５０分 沖田中央公園駐車場

子育て相談
●熊丸みつ子先生の笑って！泣いて！

　元気１００倍子育て講座●
　全国を講演会で飛び回る先生の講話は「笑っ
て泣いて元気になれる！」と毎回大好評です。
日時　５月２１日（水） 
　　　午前１０時３０分～１１時３０分
対象　�町内在住の妊婦とその家族、小学生・乳

幼児の家族
内容　子育て講座とふれあい遊び
※子どもと一緒に参加できます
定員　３０組（先着順）

●ハロー！ベビークラス●
　産まれてくる赤ちゃんのために準備をしませ
んか。妊娠中や産後の過ごし方、赤ちゃんとの
関わり方などを一緒に学びましょう。
日時　６月１５日（日）午前１０時～正午
対象　町内在住でパパ・ママとなる人
※１人参加もできます・子連れ可
内容　○�助産師による講話（妊娠中・産後の過ご

し方、パパの関わりなどについてなど）
　　　○�赤ちゃんお風呂入れ体験、パパ妊婦体

験、抱っこ体験
定員　１２組程度（先着順）
必要なもの　母子健康手帳、筆記用具

～毎月開催中～
・ほのぼの Room（産前・産後サポート事業）
・�離乳食教室
・ぽかぽか Room（育児相談）
・こころにこにこ相談室
※�広報５月号行事予定表、町ホームページ、
　『ぐーまっち！』にてご確認ください。
※�各教室の予約は『ぐーまっち！』でできます。
（各教室の１か月前～３日前）。
※�各種予約を行う際には、メールアドレスによ
るアカウント作成が必要です。

各参加費　無料
各場所　シーオーレ新宮
各申込方法　ぐーまっち！
問い合わせ先
町こども家庭センター「はぐうる」
☎９６３ー２９９５（直）

新宮町こどもみらい
サポートアプリ
『ぐーまっち！』

▲ App Store ▲Google Play

ご予約はこちら

問い合わせ先　役場環境課　☎９６３－１７３２（直）

令和７年度狂犬病予防集合注射の
お知らせ
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　カードの受け取りや申請、電子証明書の更新がで
きます。予約制（人数制限あり）となっていますの
で、必ず電話予約して来庁してください。
【日時】　５月１１日（日）
　　　　午前９時～１１時３０分
【場所】　役場住民課

　新宮町国民健康保険では、厚生労働省・福岡県の
指導のもと、医療費の適正化を推進しています。
　接骨院・整骨院を受診していて、次の基準に該当
する場合、調査票で受診内容の確認をします。調査
票が届いた場合は、回答にご協力ください。
【厚生労働省による受診内容確認の基準】
・長期受診（継続受診）３か月以上
・３部位以上
・月１０日以上

問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

日曜日にマイナンバーカードの
臨時窓口を開設します 問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

接骨院・整骨院での
受診内容を確認します

　地域の民生委員・児童委員や活動内容を知ってい
ますか。
〈民生・児童委員の役割〉
○�民生委員は、地域のボランティアで、地域のみな
さんの相談相手です。みなさんの悩みや心配ごと
について相談を受け、解決に向けて助言や手伝い
をします。
○�高齢者や障がいのある人の見守りや援助、子ども
たちへの声かけなどを行っています。
○�相談内容に応じて関係機関とのつなぎ役になりま
す。
○�みなさんと行政を結ぶパイプ役です。誰もが安心
して生活できるように、みなさんの声を行政や関
係機関に届けます。

　後期高齢者医療広域連合では、生活習慣病の発症
や重症化の予防などの目的で、健康診査を実施して
います。対象者には受診票を送付します。
【対象】
○後期高齢者医療保険の被保険者
　（長期入院者、施設入所者を除く）
※生活習慣病の治療を受けている人も対象
【受診票送付時期】
○令和７年４月末現在で被保険者の人　４月下旬
○令和７年５月以降に７５歳になる人
　７５歳になる誕生月の１０日ごろ
　（誕生日前の受診はできません）
【自己負担金】　一律５００円
【受診方法】
①�かかりつけ医または前回健康診査を受けた医療機
関などに、後期高齢者健康診査が受診できるか確
認し、予約をする。

※予約先がわからないときは、問い合わせください。
②健康診査を受診する。
※�受診の際は、必ず「マイナ保険証、有効期限内の
被保険者証または資格確認書など」、「受診票」、「自
己負担金５００円」を持参する。
※７月～１２月実施の町集団健診でも受診できます。

５月１２日は
「民生委員・児童委員の日」です

問い合わせ先　役場健康福祉課（社会福祉担当）
　　　　　　　☎９６２－０２３９（直）

後期高齢者健康診査のお知らせ
問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）
　　　　　　　福岡県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　　お問い合わせセンター　☎６５１－３１１１

困りごとを一人で
� 抱えていませんか
わたしたち地域の民生委員・児
童委員が解決に向けてお手伝い
します。
  相談内容の秘密は守ります。
  安心して相談してください。
（わたしたちには守秘義務が
 あります）

新宮町民生委員児童委員協議会
会長　城戸　惠美子

担当地域　夜臼１-１
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令和７年度戦没者追悼式のお知らせ
問い合わせ先　役場健康福祉課（社会福祉担当）　☎９６２－０２３９（直）

　県では、先の大戦における戦没者などのみなさん
に追悼の誠を捧げるとともに、平和を祈念するため
に開催する戦没者追悼式への参列者を募集します。
 福岡県戦没者追悼式（県主催）
【日時】　８月１５日（金）
【場所】　県立福岡武道館（福岡市中央区）
【定員】　７００人
【参加資格】　�先の大戦における県出身の戦没者およ

び一般戦災死没者の遺族で本県に居住
している人（三親等以内の親族を優先）

【参加費】　無料（会場までの交通費は自己負担）
※参列遺族全員の献花を予定
【締切日】　５月３０日（金）
【問い合わせ先】
　役場健康福祉課（社会福祉担当）
　県保護・援護課　☎６４３-３３０１
　　　　　　　　　ＦＡＸ ６４３-３３０６
 全国戦没者追悼式（厚生労働省主催）
【日時】　８月１４日（木）～１５日（金）（２日間）

【場所】　日本武道館（東京都千代田区）
【参加資格】
①�先の大戦における戦没者、一般戦災死没者および
原爆死没者の遺族で本県に居住している人（三親
等以内の親族を優先）

②過去に参加したことがない人
③�２日間の行程に十分耐えられる体力を有し、団体
行動がとれる人

【参加費】　旅費の一部補助あり（差額は本人負担）
【締切日】　５月３０日（金）
【問い合わせ先】
○戦没者および一般戦災死没者遺族
　役場健康福祉課（社会福祉担当）
　県保護・援護課　☎６４３-３３０１
　　　　　　　　　ＦＡＸ ６４３-３３０６
○原爆死没者遺族
　県原爆被害者相談所　☎６３１-１５０８
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ ６３１-１５０９

問い合わせ先　役場環境課　☎９６３－１７３２（直）

◆ ゼロカーボンシティ新宮 ◆

　町では、令和４年２月に「新宮町ゼロカーボンシ
ティ宣言」を表明し、２０５０年までに、二酸化炭素
排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」
の実現をめざしています。
　そこで、昨年度も好評だった「ＥＣＯチャレンジ」
を実施し、先着３００世帯を募集します。「ＥＣＯチャ
レンジ」は、省エネに取り組んでいる世帯を応援す
る事業です。指定されたエコアクションに取り組
んで、エコチャレポイントを貯めると、交通系ＩＣ
カード（はやかけん、ニモカ、スゴカ）のポイント
に交換できます。詳細が決まり次第、町ホームペー
ジでお知らせします。

脱炭素行動を実施して、最大5,000円相当の脱炭素行動を実施して、最大5,000円相当の
ポイントをゲットしよう！ポイントをゲットしよう！

21 No. 659



　令和７年度（令和６年中）の所得（課税・非課税）
証明書は、令和７年１月１日時点で新宮町に住んで
いる人を対象に発行できます。令和７年度町県民税
税額決定通知書は、特別徴収の人は５月中旬ごろ、
普通徴収の人（非課税の人は除く）は６月初旬ごろ
に発送予定です。
【発行開始日】
　町県民税（住民税）の支払方法によって異なります。
○給与天引きのみの人（特別徴収）　５月９日（金）
○�納付書・口座払いの人（普通徴収）や年金天引き
の人（年金特別徴収）　６月１０日（火）

※�給与天引きとそれ以外の支払方法を併用してい
る人は、６月１０日（火）からの発行開始となりま
す。ご注意ください。

【手数料】　１通につき３００円
【注意事項】
○�未申告の場合や他市町村で課税対象となっている
場合は、証明書を発行できません。

○�年度を間違えて取得した場合、証明書の差し替え
はできません。いつの所得の証明が必要かを確認
して取得してください。

【必要なもの】
 ○本人が来庁する場合 
　本人確認書類（マイナンバーカードなどの顔写真の
あるものは１点、顔写真のないものは２点以上の提示）
 ○代理人が来庁する場合 
　本人からの委任状、代理人の本人確認書類
※代理人が家族であっても必ず委任状が必要です。
※委任状には必ず本人が署名してください。

問い合わせ先　役場税務課　☎９６３－１７３１（直）

所得証明書の発行

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による、国民
保護に関する情報伝達訓練が行われます。
　町では防災行政無線から放送しますが、緊急事態
ではなく訓練です。ご注意ください。
※国際情勢などにより、中止となることがあります。
【訓練日時】　５月２８日（水）午前１１時ごろ

４
月
の
人
事
異
動

【
議
会
事
務
局
】須
﨑
陽
平（
税
務
課
）

【
学
校
教
育
課
】桐
島
諒（
総
務
課
）、
堀
川

隆
司（
新
宮
中
学
校
）

【
社
会
教
育
課
】松
﨑
義
宏（
産
業
振
興

課
）、
森
本
佑（
新
規
採
用
）

【
立
花
幼
稚
園
】西
嶋
幸
子（
新
宮
幼
稚

園
）、
吉
良
明
子（
新
宮
幼
稚
園
）

【
新
宮
幼
稚
園
】山
王
朝
美（
立
花
幼
稚
園
）

●
派
遣
開
始

【
玄
界
環
境
組
合　
古
賀
清
掃
工
場
】

内
兼
久
康
宏（
健
康
福
祉
課
）

【
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
粕
屋
支
部
】加

来
加
代（
総
務
課
）

【
福
岡
県
自
治
振
興
組
合
】小
宮
麻
美（
議

町
職
員
の
人
事
異
動

�

（
４
月
１
日
付
）

※（
　
）内
は
前
所
属
な
ど

【
総
務
課
】三
船
真
優（
学
校
教
育
課
）、
堀

内
健
成（
新
規
採
用
）

【
地
域
協
働
課
】大
賀
純
治（
政
策
経
営

課
）、
藤
木
紀
子（
上
下
水
道
課
）、
佐
藤
ミ

ク（
子
育
て
支
援
課
）

【
政
策
経
営
課
】今
村
三
容（
地
域
協
働

課
）、
井
浦
悠
輔（
健
康
福
祉
課
）

【
税
務
課
】南
加
奈
美（
会
計
課
）、
松
浦
秀

平（
新
規
採
用
）

【
住
民
課
】服
部
智（
地
域
協
働
課
）

【
健
康
福
祉
課
】小
金
丸
茜（
上
下
水
道

課
）、
井
上
和
美（
福
岡
県
介
護
保
険
広
域

連
合
粕
屋
支
部
）、
山
上
徹（
新
規
採
用
）

【
子
育
て
支
援
課
】蒲
池
雪
乃（
新
規
採
用
）

【
産
業
振
興
課
】橋
本
達
樹（
上
下
水
道

課
）、
吉
田
敦
晴（
県
人
事
交
流
）

【
環
境
課
】篠
﨑
隆
一（
社
会
教
育
課
）

【
都
市
整
備
課
】髙
橋
忠
久（
上
下
水
道
課
）

【
上
下
水
道
課
】石
丸
洋（
玄
界
環
境
組
合

古
賀
清
掃
工
場
）、
今
村
一
啓（
環
境
課
）、

黒
木
隼
人（
都
市
整
備
課
）、
山
本
拓
馬

（
地
域
協
働
課
）

【
会
計
課
】杉
山
翔
太
郎（
社
会
教
育
課
）

会
事
務
局
）

【
玄
界
環
境
組
合　
工
場
再
編
推
進
室
】竹

中
克
弥（
産
業
振
興
課
）

【
福
岡
県（
人
事
交
流
）】今
泉
裕
加
里（
健

康
福
祉
課
）

●
昇
格　
住
民
課
長　

藤
由
香
、
環
境
課

課
長　

内
兼
久
康
宏
、
立
花
幼
稚
園
園

長　

西
嶋
幸
子
、
健
康
福
祉
課
課
長
補

佐　

西
村
康
弘
、
住
民
課
課
長
補
佐　

藤

木
和
美
、
政
策
経
営
課
課
長
補
佐　

今
村

三
容
、
健
康
福
祉
課
課
長
補
佐　

亀
井
幹

登
、
社
会
教
育
課
主
幹　

豊
永
美
紀
、
健

康
福
祉
課
主
幹　

小
金
丸
茜
、
産
業
振
興

課
主
幹　

三
舩
嘉
子
、
総
務
課
主
幹　

上

問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

防災行政無線から
訓練放送を実施します
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）、
太
原
有
紗（
新
規
採

用
）、栄
養
教
諭　
古
田
奈
津
代（
新
宮
小
学

校
）、主
事　

重
育
海（
粕
屋
中
央
小
学
校
）

【
新
宮
北
小
学
校
】

校
長　

刀
坂
順
子（
志
免
中
央
小
学
校
）、

教
頭　

梶
谷
親
也（
北
勢
門
小
学
校
）、
教

頭　

今
富
久
彰（
新
宮
東
小
学
校
）、
井
神

真
知
子（
勢
門
小
学
校
）、
木
原
真
弓（
新

宮
東
小
学
校
）、
沖
永
信
介（
新
宮
小
学

校
）、
桑
原
靖
宜（
花
鶴
小
学
校
）、
川
端

舞（
新
規
採
用
）、
主
任
主
事　

上
村
菜
穂

（
昇
任
）

【
新
宮
中
学
校
】

校
長　

平
田
健
一（
須
恵
中
学
校　

昇

任
）、
副
校
長　

大
島
弘
光
、
教
頭　

土
器

恵
理（
昇
任
）、
元
永
暁
子（
新
宮
東
中
学

校
）、
杉
光
知
子（
新
宮
東
中
学
校
）、
篠
﨑

真
由
美（
新
宮
中
学
校
相
島
分
校
）、
大
里

朋
子（
粕
屋
中
学
校
）、
木
村
洋
平（
新
規

採
用
）、
久
家
夏
紀（
新
規
採
用
）、
竹
長
咲

妃（
新
規
採
用
）、
中
原
由
紀
子（
再
任
用
）

【
新
宮
中
学
校
相
島
分
校
】

副
校
長　

森
北
さ
わ
こ（
福
岡
県
教
育
セ

ン
タ
ー
）、
指
導
教
諭　

西
原
三
智
隆（
新

宮
中
学
校
）、
木
下
和
弥（
宇
美
東
中
学
校
）

【
新
宮
東
中
学
校
】

教
頭　

大
久
保
雅
美（
新
宮
中
学
校
相
島

分
校
）、
ブ
ラ
ウ
ン
恭
子（
古
賀
北
中
学

校
）、
伊
藤
え
み（
古
賀
北
中
学
校
）、
鶴
﨑

直
子（
新
宮
中
学
校
）、
岡
住
友
貴
子（
新

宮
中
学
校
）、
宮
﨑
沙
亜
子（
新
宮
中
学

校
）、
養
護
教
諭　

吉
田
由
美
子（
古
賀
中

学
校
）

○
転
出（
３
月
31
日
付
）

※（　

）内
は
赴
任
先
な
ど

【
立
花
小
学
校
】

校
長　

鬼
束
浩
樹（
新
宮
東
小
学
校
）、
西

【
新
宮
中
学
校
】

校
長　

吉
村
治
久（
退
職　

新
宮
町
教
育

委
員
会
）、
教
頭　

小
川
幸
代（
宇
美
東
中

学
校　

校
長
昇
任
）、
主
幹
教
諭　

堀
川

隆
司（
新
宮
町
教
育
委
員
会
）、
指
導
教
諭　

西
原
三
智
隆（
新
宮
中
学
校
相
島
分
校
）、

鶴
﨑
直
子（
新
宮
東
中
学
校
）、
元
田
亮

（
古
賀
北
中
学
校
）、
岡
住
友
貴
子（
新
宮

東
中
学
校
）、
冨
田
翔
悟（
退
職
）、
宮
﨑
沙

亜
子（
新
宮
東
中
学
校
）、
土
屋
詩
織（
古

賀
北
中
学
校
）

【
新
宮
中
学
校
相
島
分
校
】

副
校
長　

大
久
保
雅
美（
新
宮
東
中
学

校
）、
篠
﨑
真
由
美（
新
宮
中
学
校
）、
伊
藤

誠（
古
賀
中
学
校
）

【
新
宮
東
中
学
校
】

教
頭　

古
賀
智
美（
古
賀
北
中
学
校
）、
安

部
徳
之（
福
間
東
中
学
校
）、
元
永
暁
子

（
新
宮
中
学
校
）、
杉
光
知
子（
新
宮
中
学

校
）、
仲
盛
沙
織（
那
珂
川
中
学
校
）、
波
多

江
彩
圭（
篠
栗
北
中
学
校
）、
菅
原
宏（
再

任
用
終
了
）

横山英治さんが教育委員に
再任されました

　令和７年４月1日付で新宮町教育委
員に横山英治さんが再任されました。
　任期は令和１１年３
月３１日までです。
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